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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケイ素含有ガス、第１窒素含有ガス、第２窒素含有ガス及び水素ガスを含むガス混合物
を処理チャンバ内に送出する工程と、
　処理チャンバ内に配置された基板の上方に８００ミル～１８００ミル離間したガス分配
プレートアセンブリに、０．３５０ワット／ｃｍ２～０．９０３ワット／ｃｍ２を印加す
ることによって、処理チャンバ内でガス混合物を励起させる工程と、
　処理チャンバ内で励起したガス混合物を０．５トール～３．０トールの圧力に維持する
工程と、
　励起したガス混合物の存在下で基板上に第１無機封止膜を堆積させる工程と、
　第１無機封止膜上に接して有機誘電体層を堆積させる工程とを含む封止膜の形成方法。
 
【請求項２】
　ガス混合物を送出する工程は、
　基板面積１ｍ２当たり１５５０～３１１５ｓｃｃｍの流量でケイ素含有ガスを送出する
工程と、
　基板面積１ｍ２当たり２３６０～６１４０ｓｃｃｍの流量で第１窒素含有ガスを送出す
る工程と、
　基板面積１ｍ２当たり９３０５～１５４５５ｓｃｃｍの流量で第２窒素含有ガスを送出
する工程を含む請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　ケイ素含有ガス、第１窒素含有ガス、第２窒素含有ガス及び水素ガスを含むガス混合物
を処理チャンバ内に送出する工程と、
　処理チャンバ内に配置された基板の上方に８００ミル～１８００ミル離間したガス分配
プレートアセンブリに、０．３５０ワット／ｃｍ２～０．９０３ワット／ｃｍ２を印加す
ることによって、処理チャンバ内でガス混合物を励起させる工程と、
　処理チャンバ内で励起したガス混合物を０．５トール～３．０トールの圧力に維持する
工程と、
　励起したガス混合物の存在下で基板上に第１無機封止膜を堆積させる工程と、
　第１無機封止膜上に接して有機誘電体層を堆積させる工程を含み、ガス混合物を送出す
る工程は、
　　基板面積１ｍ２当たり１５５０～３１１５ｓｃｃｍの流量でケイ素含有ガスを送出す
る工程と、
　　基板面積１ｍ２当たり２３６０～６１４０ｓｃｃｍの流量で第１窒素含有ガスを送出
する工程と、
　　基板面積１ｍ２当たり９３０５～１５４５５ｓｃｃｍの流量で第２窒素含有ガスを送
出する工程を含む封止膜の形成方法。
【請求項４】
　有機誘電体層上に第２無機封止膜を堆積させる工程を含む請求項３記載の方法。
【請求項５】
　ケイ素含有ガス、第１窒素含有ガス、第２窒素含有ガス及び水素ガスを含むガス混合物
を処理チャンバ内に送出する工程と、
　処理チャンバ内に配置された基板の上方に８００ミル～１８００ミル離間したガス分配
プレートアセンブリに、０．３５０ワット／ｃｍ２～０．９０３ワット／ｃｍ２を印加す
ることによって、処理チャンバ内でガス混合物を励起させる工程と、
　処理チャンバ内で励起したガス混合物を０．５トール～３．０トールの圧力に維持する
工程と、
　励起したガス混合物の存在下で基板上に第１無機封止膜を堆積させる工程と、
　第１無機封止膜上に接して有機誘電体層を堆積させる工程と、
　有機誘電体層上に第２無機封止膜を堆積させる工程を含む封止膜の形成方法。
【請求項６】
　ガス混合物を送出する工程は、
　基板面積１ｍ２当たり２３６３０～４３３２５ｓｃｃｍの流量で水素ガスを送出する工
程を含む請求項２、３、又は４のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　第１無機封止膜は、波長４００ｎｍで８０％を超える透明性を有する請求項６記載の方
法。
【請求項８】
　第２窒素含有ガスは、Ｎ２である請求項２、３、又は４のいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　有機誘電体層上に第２無機封止膜を堆積させる工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　第１無機封止膜及び第２無機封止膜は、０．８×１０９ダイン／ｃｍ２の応力を有する
請求項４、５、９のいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　第２無機封止膜を堆積させる工程は、
　基板の上方に８００ミル～１８００ミル離間させたガス分配プレートアセンブリに、０
．３５０ワット／ｃｍ２～０．９０３ワット／ｃｍ２を印加することによって、ケイ素含
有ガス、第１窒素含有ガス、第２窒素含有ガス及び水素ガスを含む第２ガス混合物を励起
させる工程と、
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　励起した第２ガス混合物を０．５トール～３．０トールの圧力に維持する工程と、
　励起した第２ガス混合物の存在下で基板上に第２無機封止膜を堆積させる工程を含む請
求項４、５、９のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　第２無機封止膜を堆積させる工程は、第１無機封止膜上に第２無機封止膜の一部を堆積
させる工程を含む請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　第２ガス混合物を送出する工程は、
　基板面積１ｍ２当たり１５５０～３１１５ｓｃｃｍの流量でケイ素含有ガスを送出する
工程と、
　基板面積１ｍ２当たり２３６０～６１４０ｓｃｃｍの流量で第１窒素含有ガスを送出す
る工程と、
　基板面積１ｍ２当たり９３０５～１５４５５ｓｃｃｍの流量で第２窒素含有ガスを送出
する工程を含む請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　第１又は第２無機封止膜は、ＳｉＮｘを含む請求項１～６、９のいずれか１項記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
（発明の分野）
　本発明の実施形態は、概して、化学蒸着処理を用いた薄膜の堆積に関する。特に、本発
明は、大面積基板上に薄膜を堆積する方法に関する。
【０００２】
（関連技術の説明）
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）と比較
して、より高速な応答時間、より大きな視野角、より高いコントラスト、より軽量、より
低い消費電力、及びフレキシブル基板へ対応可能であるという観点から、ディスプレイ用
途において、最近大きな関心を得ている。効率的なエレクトロルミネセンス（ＥＬ）が１
９８７年にＣ．Ｗ．Ｔａｎｇ及びＳ．Ａ．Ｖａｎ　Ｓｌｙｋｅによって報告された後、Ｏ
ＬＥＤの実用化は、光を放射するための二つの電極の間に挟まれた有機材料の２つの層を
使用することによって可能となっている。２つの有機層を、旧来の単一の有機層とは対照
的に、モノポーラ（正孔）の輸送が可能な一方の層と、電界発光（エレクトロルミネッセ
ンス）のための他方の層を含み、こうして、ＯＬＥＤディスプレイのための必要な動作電
圧を下げている。
【０００３】
　ＯＬＥＤで使用される有機材料に加えて、多くのポリマー材料もまた、小分子ディスプ
レイ、柔軟な有機発光ダイオード（ＦＯＬＥＤ）ディスプレイ、及びポリマー発光ダイオ
ードディスプレイ（ＰＬＥＤ）用に開発されている。これらの有機及びポリマー材料の多
くは、基板の範囲上における複雑な多層デバイスの製造に対して柔軟であり、様々な透明
多色ディスプレイ用途（例えば、薄いフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）、電気的な
ポンピングされた有機レーザ、及び有機光増幅器）に対してそれらを理想的にしている。
【０００４】
　長年にわたって、ディスプレイデバイス内の層は、各層が異なる機能を提供する複数の
層へと進化してきた。図１は、基板１０１上に構築されたＯＬＥＤデバイス構造の一例を
示す。透明な陽極層１０２（例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）層）を基板１０１上
に堆積した後、有機層のスタックが陽極層１０２の上に堆積される。有機層は、正孔注入
層１０３、正孔輸送層１０４、発光層１０５、電子輸送層１０６、及び電子注入層１０７
を含むことができる。なお、有機層のうちの５つの層全てがＯＬＥＤセルを構築するため
に必要とされるわけでない。例えば、いくつかの場合では、正孔輸送層１０４と発光層１
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０５のみが必要とされる。有機層の堆積に続いて、金属陰極１０８が有機層のスタックの
上に堆積される。適切な電圧１１０（典型的には数ボルト）がセルに印加されると、注入
された正及び負の電荷は、発光層内で再結合し、これによって光１２０（エレクトロルミ
ネッセンス）を生成する。有機層の構造と陽極及び陰極の選択は、発光層で再結合プロセ
スを最大にするように設計され、このようにしてＯＬＥＤデバイスからの光出力を最大化
している。
【０００５】
　ディスプレイデバイスの寿命は、有機又はポリマー材料の劣化、非発光ダークスポット
の形成、及び約５５℃以上の高温での有機層の結晶化（例えば、正孔輸送材料の結晶化は
、室温で発生する可能性がある。）による、ＥＬ効率の低下と駆動電圧の上昇によって制
限され、特徴づけられる。したがって、これらの材料のための低温堆積プロセス（例えば
、約１００℃以下）が必要である。また、材料の劣化及びダークスポットの問題の主な理
由は、水分及び酸素侵入である。例えば、湿度の高い雰囲気への曝露は、しばしば発光層
として用いられる８－ヒドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ３）の結晶構造の形成を
誘導することが見出されており、これは陰極の剥離をもたらし、したがってやがてより大
きく成長する非発光ダークスポットを生成する。また、空気又は酸素への曝露は、陰極酸
化を引き起こす可能性があり、一度有機材料は、水又は酸素と反応すると、有機材料は死
んでしまう。
【０００６】
　現在、ほとんどのディスプレイメーカーが、水（Ｈ２Ｏ）又は酸素（Ｏ２）の攻撃から
デバイス内の有機材料を保護するための封止層としてメタルキャン又はガラスキャン材料
を使用している。図２は、ガラス又は金属封止材料２０５による基板２０１上のＯＬＥＤ
デバイス２００の従来のパッケージングを示している。デバイス２００は、有機材料２０
３の多層と共に陽極層２０２及び陰極層２０４を含む。金属又はガラス材料２０５は、Ｕ
Ｖ硬化エポキシ２０６のビードを使用して、蓋のように基板２０１に装着される。しかし
ながら、水分が容易にエポキシ２０６を貫通し、デバイス２００を損傷する可能性がある
。
【０００７】
　プラズマ強化化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）によって調製した無機材料（例えば、窒化ケイ素
（ＳｉＮ）、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）及び酸化ケイ素（ＳｉＯ））などの他の材料もま
た、水分、空気及びこのようなデバイスに対して腐食性のイオンに対する効果的な封止／
バリア層として使用することができる。しかしながら、得られる膜が低密度であり、欠陥
の多いピンホール構造を有するので、低温堆積プロセスを用いて、水バリア無機封止材を
生成することは非常に困難である。有機層内の残留水分の存在は、封止されたデバイス内
でさえＡｌｑ３結晶化プロセスを促進する可能性があることに留意することも重要である
。また、封止の間にトラップされて、陰極及び有機材料と接触するようにＯＬＥＤデバイ
ス内に侵入した酸素や湿気は、一般的に頻繁にＯＬＥＤを破壊する欠陥であるダークスポ
ット形成をもたらす。したがって、良好な封止／バリア膜は、低水蒸気透過率（ＷＶＴＲ
）もまた必要とする。
【０００８】
　封止／バリア層として薄膜無機窒化ケイ素（ＳｉＮ）関連材料による追加の問題が発生
する。封止層が、良好な酸素及び水バリアとして機能するように厚い場合、それは通常硬
く脆く、基板表面に良好に付着するには厚すぎて、特に高温高湿の応力（ストレス）条件
では、基板表面の割れ又は剥離を生じる。封止層が接着性及び熱安定性を改善するために
薄くされる場合は、水分バリアとして十分な厚さではない。したがって、追加の層又は他
の操作が必要とされる可能性がある。
【０００９】
　したがって、下のデバイスを保護する改善された水バリア及び熱応力性能を備えた大面
積基板上に低温封止／バリア膜を堆積させる方法が依然として必要とされている。
【発明の概要】
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【００１０】
　材料層（例えば、封止膜）を基板上に堆積するための方法及び装置が説明される。一実
施形態では、封止膜の形成方法は、ケイ素含有ガス、第１窒素含有ガス、第２窒素含有ガ
ス及び水素ガスを含むガス混合物を処理チャンバ内に送出する工程と、処理チャンバ内に
配置された基板の上方に約８００ミル～約１８００ミル離間させたガス分配プレートアセ
ンブリに、約０．５５３ワット／ｃｍ２～約０．９０３ワット／ｃｍ２を印加することに
よって、処理チャンバ内でガス混合物を励起させる工程と、処理チャンバ内で励起したガ
ス混合物を約０．５トール～約３．０トールの圧力に維持する工程と、励起したガス混合
物の存在下で基板上に無機封止膜を堆積する工程を含む。他の実施形態では、有機誘電体
層が無機封止層間に挟まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の上述した構成を詳細に理解することができるように、上記に簡単に要約した本
発明のより具体的な説明を、実施形態を参照して行う。実施形態のいくつかは添付図面に
示されている。しかしながら、添付図面は本発明の典型的な実施形態を示しているに過ぎ
ず、したがってこの範囲を制限していると解釈されるべきではなく、本発明は他の等しく
有効な実施形態を含み得ることに留意すべきである。
【図１】ＯＬＥＤデバイスの断面概略図を示す。
【図２】上部に封止材料（ガラス又は金属）が取り付けられたＯＬＥＤデバイスの概略断
面図を示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る、上部に封止材料が堆積されたＯＬＥＤデバイスの概
略断面図を示す。
【図４】本発明に係る処理チャンバの一実施形態の概略断面図である。
【図５】本発明の一方法にしたがって堆積された封止層の一実施形態の概略断面図を示す
。
【図６】本発明の実施形態に係る基板処理システム内部の基板上に多層封止膜を形成する
一方法のフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態に係る処理チャンバ内部の基板上に低誘電率材料を堆積させる
一方法のフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係る基板処理システム内部の基板上に多層封止膜を形成する
別の一方法のフローチャートである。
【図９】本発明の方法によって堆積された１つの例示的なバリア層と例示的な低誘電率材
料層の光学特性を示す。
【図１０】本発明の一方法によって堆積された窒化ケイ素無機バリア膜の４層及びアモル
ファスカーボン低誘電率膜の３層を有する１つの例示的な多層封止膜を示す。
【図１１】従来技術の膜と本発明の封止膜のパーセント透過率を異なる波長で比較したグ
ラフである。
【詳細な説明】
【００１２】
　本発明は、概して、改良された堆積速度、光透過率、より低い応力、改善された遮水及
び熱安定性特性を有する封止膜を堆積させる方法に関する。本発明は、上記の所望の特性
を有する封止膜を得るために、ケイ素含有前駆体、窒素含有前駆体、及び水素ガスの組み
合わせを使用することを記述する。重要なことは、より低い応力とともに堆積速度及び光
透過率の増加は、次世代フレキシブルディスプレイに非常に重要であり、特に、低い膜応
力は、膜が割れることなしにディスプレイの柔軟性を可能にするための鍵である。封止膜
は更に、大気から膜中に侵入する水及び酸素を防ぎ、ＷＶＴＲ（水蒸気透過率）の値を示
す。ＷＶＴＲは、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）業界での遮水性能を示すための
重要なパラメータである。更に、本発明は、デバイスの寿命を大幅に増強／長くするため
に、基板（例えば、ディスプレイデバイス）の表面上に封止／バリア層を堆積させる方法
及び装置を提供する。



(6) JP 6082032 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【００１３】
　更に、本発明は、大面積基板表面上に低温（例えば、約２００℃以下）で低誘電率材料
層を堆積させる方法を説明する。低誘電率材料層は、とりわけ、アモルファスカーボン材
料、ダイヤモンドライクカーボン材料、炭素ドープされたケイ素含有材料であることがで
きる。低誘電率材料及び／又はアモルファスカーボン材料は、封止層の一部として使用す
ることができ、これによって封止層の膜均一性、膜接着性、及び熱安定性を改善する。し
たがって、低誘電率材料又はアモルファスカーボン材料の１以上の層を基板表面に堆積さ
せ、これによって水性能を向上させる接着強化層又は熱応力緩和層として機能させ、これ
によってディスプレイデバイス（とりわけ、ＯＬＥＤデバイスなど）の水性能を改善する
ことができる。
【００１４】
　本発明は更に、光透過率を向上させ、膜応力を低減しながら、水及び酸素が基板の表面
上に拡散するのを防止するために使用することができる単層又は多層の封止膜を提供する
。単層封止膜は、ケイ素含有無機バリア材料（とりわけ、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸
化ケイ素、炭化ケイ素など）であることができる。多層封止膜は、１以上のバリア層及び
１以上の低誘電率材料の層を含むことができる。１以上の低誘電率材料層は、封止層及び
／又は１以上のバリア層の接着及び熱安定性を高めるように機能する。
【００１５】
　一実施形態では、１以上の低誘電率材料層が、１以上のバリア層の間に堆積される。例
えば、少なくとも１つの低誘電率材料層と少なくとも１つのバリア層の交互の層が、ディ
スプレイデバイス等の基板の表面上に堆積される。
【００１６】
　別の一実施形態では、第１バリア層が、基板の表面上に堆積され、これによって第１低
誘電率材料層の前に、良好な遮水性能、改善された光透過率、及び低い膜応力を提供する
。更に別の一実施形態では、多層封止膜の良好な遮水性能、改善された光透過率、及び低
い膜応力を提供するために、ケイ素含有無機バリア材料の最終層が堆積されるように、多
層封止膜が基板表面の上に堆積される。
【００１７】
　本発明の基板は、半導体ウェハの製造及びフラットパネルディスプレイの製造用に円形
又は多角形であることができる。フラットパネルディスプレイ用の長方形の基板の表面積
は典型的には大きく、例えば、約５００ｍｍ２以上（例えば、少なくとも約３００ｍｍ×
約４００ｍｍ（例えば、約１２００００ｍｍ２以上））の長方形である。また、本発明は
、任意のデバイス（例えば、ＯＬＥＤ、ＦＯＬＥＤ、ＰＬＥＤ、有機ＴＦＴ、アクティブ
マトリクス、パッシブマトリクス、上面発光デバイス、底面発光デバイス、太陽電池など
）に適用することができ、とりわけ、シリコンウェハ、ガラス基板、金属基板、プラスチ
ック膜（例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（
ＰＥＮ）等）、プラスチックエポキシ膜のいずれかの上にあることができる。
【００１８】
　図３は、本発明の方法を用いてディスプレイデバイス３００の基板３０１上に堆積され
た封止層３０５の例示的な実施形態を示している。例えば、透明陽極層３０２は、ガラス
又はプラスチック（例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）又はポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＮ））で作ることができる基板３０１上に堆積される。透明陽極層３
０２の一例は、約２００Å～約２０００Åの範囲の厚さを有するインジウム錫酸化物（Ｉ
ＴＯ）である。
【００１９】
　有機又はポリマー材料３０３の複数の層を陽極層３０２の上に堆積させることができる
。例えば、材料層３０３は、陽極層の上に堆積された正孔輸送層を含むことができる。正
孔輸送層の例としては、約２００Å～約１０００Åの厚さに対して、ジアミン（例えば、
ナフチル置換ベンジジン（ＮＰＢ）誘導体、又はＮ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス
（３－メチルフェニル）－（１，１’－ビフェニル）－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ））
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を含む。正孔輸送層の堆積に続いて、発光層を堆積させることができる。発光層用の材料
は、典型的には、蛍光金属キレート錯体のクラスに属する。一例は、８－ヒドロキシキノ
リンアルミニウム（Ａｌｑ３）である。発光層の厚さは、典型的には、約２００Å～約１
５００Åの範囲内である。発光層が堆積された後、これらの有機層はパターニングされる
。ＯＬＥＤディスプレイは、典型的には、インクジェット印刷又は蒸着法によって、基板
の予めパターン化された表面上に堆積される。有機材料３０３のパターニングの後、上部
電極層３０４（例えば、陰極層）が次に堆積され、パターニングされる。上部電極層３０
４は、金属、金属の混合物又は金属の合金であることができる。上部電極材料の例は、約
１０００Å～約３０００Åの厚さの範囲内のマグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、及びア
ルミニウム（Ａｌ）の合金である。
【００２０】
　封止層３０５は、ディスプレイデバイス３００（例えば、ＯＬＥＤデバイス）の構築が
完了した後、基板表面の上に堆積される。本発明の封止層３０５の例示的な材料は、約５
００Å～約５０００００Å（例えば、約２０００Å～約５００００Åの間）の厚さ範囲内
で堆積される無機窒化膜、無機酸化物膜、及びポリマー系有機膜の薄い層を含む。例えば
、とりわけ、窒化ケイ素（ＳｉＮ）、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）、酸化ケイ素（ＳｉＯ）
、炭化ケイ素（ＳｉＣ）を封止材料として使用することができる。
【００２１】
　本発明の一実施形態は、基板３０１上に堆積された封止層３０５が、バリア／封止材料
（例えば、無機窒化物、無機酸化膜、及び高分子系有機材料）の１以上の層を含むことを
提供する。また、本発明は更に、１以上の追加の材料層（例えば、様々な炭素含有材料及
び高分子系有機材料、及び低誘電率材料（例えば、アモルファスカーボン、ダイヤモンド
ライクカーボン、炭素ドープされたケイ素含有材料など））を封止層３０５内に使用し、
これによって接着性を向上させ、封止層３０５を軟化させることを提供する。
【００２２】
（基板処理システム）
　本発明は、大面積基板を処理するように構成されたプラズマ化学蒸着システム（例えば
、カリフォルニア州サンタクララのアプライドマテリアル社（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅ
ｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．）の一部門であるＡＫＴ（商標名）から入手できる様々な基板サイ
ズ用のＡＫＴ（商標名）１６００、ＡＫＴ（商標名）３５００、ＡＫＴ（商標名）４３０
０、ＡＫＴ（商標名）５５００、ＡＫＴ（商標名）１０Ｋ、ＡＫＴ（商標名）１５Ｋ、及
びＡＫＴ（商標名）２５Ｋを含む各種の平行平板型高周波（ＲＦ）プラズマ強化化学蒸着
（ＰＥＣＶＤ）システム）を参照して以下に例示的に記載される。しかしながら、本発明
は、他のシステム構成（例えば、円形基板を処理するように構成されたシステムを含む他
の化学蒸着システム及び他の膜堆積システム）において有用性を有することが理解される
べきである。
【００２３】
　本発明は、基板表面上に単層又は多層の封止膜を堆積させるために、１以上の処理チャ
ンバを有する基板処理システムを提供する。本発明の多層封止膜は、同一又は異なる基板
処理システム内で、１つの基板処理システム内の同一又は異なる処理チャンバ内で堆積さ
せることができる。一実施形態では、多層封止膜を同一の真空基板処理システム内に堆積
させ、これによって時間を節約し、処理スループットを向上させる。別の一実施形態では
、本発明の多層封止膜は、マルチチャンバ基板処理システム内部の同一又は異なる処理チ
ャンバ内の基板表面上に堆積させることができる。例えば、１以上のケイ素含有無機バリ
ア層及び１以上の低誘電率材料層を有する多層封止膜は、ＣＶＤシステムから基板を取り
出すことなく、化学蒸着（ＣＶＤ）システム内で効率的に堆積させることができ、水及び
酸素が基板表面上に拡散する可能性を減少させる。
【００２４】
　図４は、カリフォルニア州サンタクララのアプライドマテリアル社の一部門であるＡＫ
Ｔ（商標名）から入手できる１以上のプラズマ化学蒸着チャンバを有する基板処理システ
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ム４００の一実施形態の概略断面図である。基板処理システム４００は、一般に、１以上
の処理チャンバ４０２と、基板搬入／搬出チャンバと、基板搬入／搬出チャンバ及び処理
チャンバ４０２の間で基板を搬送する主搬送ロボットと、自動基板処理制御のためのメイ
ンフレームコントローラを含む。
【００２５】
　処理チャンバ４０２は、通常、１以上のソース（原料）化合物及び／又は前駆体の送出
のための１以上の供給源４０４に結合される。１以上の供給源４０４は、とりわけ、ケイ
素含有化合物供給源、水素ガス供給源、炭素含有化合物供給源を含むことができる。処理
チャンバ４０２は、処理容積４１２を部分的に画定する壁４０６及び底４０８を含む。処
理容積４１２は、典型的には、ポート及びバルブ（図示せず）を通してアクセスされ、こ
れによって基板４４０（例えば、大面積ガラス基板）の処理チャンバ４０２内外への移動
を促進する。壁４０６は、蓋アセンブリ４１０を支持する。ポンピングポート４１４は、
処理チャンバ４０２の蓋アセンブリ４１０、壁４０６、又は底４０８のうちの１つを貫通
して配置され、これによって任意のガス及び処理副生成物を処理チャンバ４０２から排出
するための（図示されない様々なポンピングコンポーネントを含む）排気ポートに処理容
積４１２を結合する。
【００２６】
　温度制御基板支持アセンブリ４３８は、処理チャンバ４０２内に中央配置される。基板
支持アセンブリ４３８は、処理中に基板４４０を支持する。基板支持アセンブリ４３８は
、少なくとも１つの埋め込みヒータ４３２を封止するアルミニウム本体４２４を含む。基
板支持アセンブリ４３８内に配置されたヒータ４３２（例えば、抵抗素子）は、オプショ
ン電源４７４に結合され、支持アセンブリ４３８及びその上に配置された基板４４０を所
定の温度に制御可能に加熱する。
【００２７】
　一実施形態では、ヒータ４３２の温度は、堆積される材料層に対する堆積／処理パラメ
ータに応じて、約２００℃以下（例えば、１５０℃以下、又は約２０℃～約１００℃の間
）に設定することができる。例えば、ヒータは、低温堆積プロセスのために、約６０℃～
約８０℃の間（例えば、約７０℃）に設定することができる。
【００２８】
　別の一実施形態では、内部を温水が流れるポートが基板支持アセンブリ４３８内に配置
され、これによって２００℃以下（例えば、約２０℃～約１００℃の間）の均一な温度に
基板４４０を維持する。あるいはまた、温水が基板支持アセンブリ４３８の内部を流れる
だけで、ヒータ４３２はオフにされ、これによって成膜中に基板の温度を制御し、低温堆
積処理のための約１００℃以下の基板温度をもたらす。
【００２９】
　支持アセンブリ４３８は、一般的に接地され、これによって蓋アセンブリ４１０と基板
支持アセンブリ４３８との間に位置するガス分配プレートアセンブリ４１８（又はチャン
バの蓋アセンブリ内又は近傍に位置する他の電極）にプラズマ電源４２２によって供給さ
れるＲＦ電力は、処理容積４１２内で支持アセンブリ４３８とガス分配プレートアセンブ
リ４１８の間に存在するガスを励起することができる。電源４２２からのＲＦ電力は、一
般的に化学蒸着プロセスを駆動するために、基板のサイズに応じて選択される。
【００３０】
　一実施形態では、約１０Ｗ以上（例えば、約４００Ｗ～約５０００Ｗの間）のＲＦプラ
ズマ電力が、プラズマ電源４２２に印加され、これによって処理容積４１２内に電界を発
生させる。例えば、約０．３５ワット／ｃｍ２以上（例えば、約０．３５０ワット／ｃｍ
２～約０．９０３ワット／ｃｍ２の間（例えば、約０．６１５ワット／ｃｍ２～約０．８
２１ワット／ｃｍ２の間、又は約０．６１５ワット／ｃｍ２））の電力密度が、本発明の
低温基板堆積法に適合するように使用される。電源４２２及び整合ネットワーク（図示せ
ず）は、処理チャンバ４１２内で前駆体ガスから処理ガスのプラズマを生成し維持する。
好ましくは、１３．５６ＭＨｚの高周波ＲＦ電力を使用することができるが、これは重大
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ではなく、より低い周波数もまた使用できる。更に、チャンバの壁は、セラミックス材料
又は陽極酸化アルミニウム材料によって覆うことによって保護することができる。
【００３１】
　一般的に、支持アセンブリ４３８は、下側４２６と、基板４４０を支持する上側４３４
を有する。下側４２６は、それに結合され、上昇処理位置（図示）と下降基板搬送位置と
の間で支持アセンブリ４３８を移動させるためのリフトシステム（図示せず）に接続され
たステム４４２を有する。ステム４４２は、更に、支持アセンブリ４３８とシステム４０
０の他のコンポーネントの間の電線及び熱電対線用の導管を提供する。ベローズ４４６は
、基板支持アセンブリ４３８に結合され、これによって処理容積４１２と処理チャンバ外
部の大気の間の真空シールを提供し、支持アセンブリ４３８の鉛直方向の移動を促進する
。
【００３２】
　一実施形態では、リフトシステムは、処理中、基板とガス分配プレートアセンブリ４１
８との間の間隔が、約４００ミル以上（例えば、約４００ミル～約１８００ミルの間（例
えば、約８００～約１０００ミル））となるように調整される。間隔を調整できる機能は
、大型基板の領域に亘って必要な膜均一性を維持しながら、幅広い範囲の処理条件に亘っ
て処理を最適化可能にする。接地された基板支持アセンブリ、セラミックスライナ、高い
圧力、及び接近した間隔の組み合わせは、ガス分配プレートアセンブリ４１８と基板支持
アセンブリ４３８との間の高度なプラズマ閉じ込めを与え、これによって反応種の濃度と
対象の薄膜の堆積速度を増大させる。
【００３３】
　支持アセンブリ４３８は、更に、外接するシャドウフレーム４４８を支持する。一般的
に、シャドウフレーム４４８は、基板４４０及び支持アセンブリ４３８の端部における堆
積を防止し、これによって基板は、支持アセンブリ４３８に付着しない。蓋アセンブリ４
１０は、典型的には、ガス源４０４によって供給される処理ガスが処理チャンバ４０２内
へ導入されるときに通過する入口ポート４８０を含む。入口ポート４８０は、洗浄源４８
２にも結合される。洗浄源４８２は、典型的には、処理チャンバ４０２内に導入される洗
浄剤（例えば、解離したフッ素）を提供し、これによってガス分配プレートアセンブリ４
１８を含む処理チャンバハードウェアから副生成物及び膜の堆積を除去する。
【００３４】
　ガス分配プレートアセンブリ４１８は、典型的には、基板４４０の輪郭に実質的に追従
するように（例えば、大面積基板に対して多角形及びウェハに対して円形に）構成される
。ガス分配プレートアセンブリ４１８は、ガス源４０４から供給される前駆体及び他のガ
ス（例えば、水素ガス）が、処理容積４１２へ送出される際に通過する穿孔領域４１６を
含む。穿孔領域４１６は、ガス分配プレートアセンブリ４１８を通って処理チャンバ４０
２内へと通過するガスの均一な分布を提供するように構成される。ガス分配プレートアセ
ンブリ４１８は、典型的には、ハンガープレート４６０から懸架されるディフューザプレ
ート４５８を含む。複数のガス通路４６２が、ディフューザプレート４５８を貫通して形
成され、これによってガス分配プレートアセンブリ４１８を通って、処理容積４１２内へ
通過するガスの所定の分布が可能となる。
【００３５】
　本発明から利益を得るように用いることができるガス分配プレートは、ケラー（Ｋｅｌ
ｌｅｒ）らによって２００１年８月８日に出願され、米国特許第６，７７２，８２７号と
して発行され、同一譲受人に譲渡された米国特許出願第０９／９２２，２１９号；２００
２年５月６日に出願され、米国特許第７，００８，４８４として発行された第１０／１４
０，３２４号；ブロニガン（Ｂｌｏｎｉｇａｎ）らによって２００３年１月７日に出願さ
れ、米国特許出願公開第２００４／０１２９２１１Ａ１号として公開された第１０／３３
７，４８３号；ホワイト（Ｗｈｉｔｅ）らに２００２年１１月１２日に発行された米国特
許第６，４７７，９８０号；チョイ（Ｃｈｏｉ）らによって２００３年４月１６日に出願
され、米国特許第６，９４２，７５３号として発行された米国特許出願第１０／４１７，
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５９２号で説明されており、これらの全てを参照によりここに援用する。本発明は、特定
の実施形態及び実施例に即して説明したが、本発明はこれらに限定されることを意味する
ものではない。本明細書内のＣＶＤプロセスは、ガス流量、圧力、プラズマ密度、及び温
度を調整する他のＣＶＤチャンバを用いて行うことができ、これによって実用的な堆積速
度で高品質の膜を得ることができる。
【００３６】
（封止膜の堆積）
　図５は、本発明の実施形態に係る本発明の方法を用いて作製された例示的なディスプレ
イデバイス５００を示す。ディスプレイデバイス５００は、基板５０１とデバイス５０２
を含むことができ、これは封止される必要がある任意のタイプのディスプレイデバイスで
あることができる。例えば、デバイス５０２は、とりわけ、ＯＬＥＤ、ＦＯＬＥＤ、ＰＬ
ＥＤ、有機ＴＦＴ、太陽電池、上面発光デバイス、底面発光デバイスであることができる
。そこで、約１０００Å以上の厚さを有する封止層は、本発明の方法を用いて堆積され、
これによって水／湿気及び空気が基板５０１及びデバイス５０２内へ侵入するのを防止す
る。
【００３７】
　一実施形態では、少なくとも１つのバリア層と少なくとも１つの低誘電率材料層を有す
る多層封止膜が、デバイス５０２の上に堆積され、これによって水及び他のガス又は液体
がデバイス５０２内へ拡散するのを防ぎ、接着不良や熱的不安定性のために多層封止膜に
亀裂が生じたり、デバイス５０２の表面からはがれて落ちることなくデバイス５０２を短
絡する。図５に示されるように、多層封止膜は、１以上のバリア層５１１、５１２、５１
３などと、１以上の低誘電率材料層５２１、５２２などの交互の層を含む。
【００３８】
　一態様では、本発明は、１以上のバリア層５１１、５１２、５１３間に堆積された１以
上の低誘電率材料層５２１、５２２を提供する。別の一態様では、基板表面の上に堆積さ
れた多層封止膜の最終層は、バリア層（例えば、バリア層５１３）である。最終層は、本
発明の方法を用いて堆積されたバリア材料（とりわけ、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸化
ケイ素、及び炭化ケイ素など）を含み、これによって例示的なディスプレイデバイス５０
０の最終面に対する良好な水及び酸素バリアとして機能する。
【００３９】
　デバイス５０２の上の第１層は、低誘電率材料層又はバリア層とすることができる。好
ましい一実施形態では、本発明は、バリア層であるデバイス５０２の上に堆積された第１
層を提供し、これによって例示的なディスプレイデバイス５００に対する遮水性能を向上
させる。例えば、第１バリア層（例えば、バリア層５１１）は、低誘電率材料層５２１と
して、接着強化層及び／又は低誘電率材料層（例えば、低誘電率材料層５２１）の前に堆
積させることができる。したがって、低誘電率材料層は、バリア層の上に堆積され、これ
によって隣接するバリア層間の接着を促進し、これによって多層封止膜は、十分な厚さ（
例えば、約８０００Å以上）に堆積させることができる。
【００４０】
　図６は、本発明の一実施形態に係る堆積方法６００のフローチャートを示す。まず、基
板は、材料層（例えば、封止層３０５）を基板上に堆積させるための基板処理システムの
処理チャンバ内に配置される。方法６００は、オプションで、基板上にデバイスを形成す
る工程を含む。例示的なデバイスとしては、とりわけ、ＯＬＥＤ、ＰＬＥＤ、及びＦＯＬ
ＥＤを含むが、これらに限定されない。
【００４１】
　工程６０２では、バリア層（例えば、ケイ素含有バリア層）のための前駆体の第１混合
物が、工程６０６で封止層を堆積させるための基板処理システム内に送出される。前駆体
の第１混合物は、１以上のケイ素含有ガス（とりわけ、シラン（ＳｉＨ４）、ＳｉＦ４、
及びＳｉ２Ｈ６など）を含むことができる。前駆体の第１混合物は、１以上の窒素含有ガ
ス（とりわけ、アンモニア（ＮＨ３）、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）、一酸化窒素（ＮＯ）、窒
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素ガス（Ｎ２）など）を更に含むことができる。前駆体の第１混合物はまた、炭素含有ガ
ス及び／又は酸素含有ガスを含むことができる。
【００４２】
　例えば、窒化ケイ素バリア層は、ケイ素含有ガス及び窒素含有ガスの混合物（例えば、
シラン、アンモニア、及び／又は窒素ガスの混合物）から堆積させることができる。別の
一例として、酸窒化ケイ素バリア層は、ケイ素含有ガス、酸素含有ガス、及び窒素含有ガ
スの混合物（例えば、シラン、亜酸化窒素、及び／又は窒素ガスの混合物）から堆積させ
ることができる。
【００４３】
　別の一例では、窒化ケイ素バリア層は、ケイ素含有ガス（例えば、ＳｉＨ４）、第１窒
素含有ガス（例えば、ＮＨ３）、及び第２窒素含有ガス（例えば、Ｎ２）の混合物から堆
積させることができる。窒化ケイ素バリア層は、約８００ミル～約１００ミルの間隔を使
用して、約０．３５０ワット／ｃｍ２～約０．９０３ワット／ｃｍ２の間（例えば、約０
．６１５ワット／ｃｍ２～０．８２１ワット／ｃｍ２の間）のプラズマ電力密度、及び約
０．５トール～約３．０トール（例えば、約１．５トール～約２．８トール）のチャンバ
圧力で堆積させることができる。以上の処理パラメータは、４００ｍｍ×５００ｍｍ基板
上に窒化ケイ素バリア層を堆積させるために利用されたが、このようなパラメータは更に
、より大きなサイズの基板上に窒化ケイ素バリア層を堆積させるために利用することがで
きる。窒化ケイ素バリア層を堆積させるために利用される流量は、基板のサイズに対して
スケーラブル（比例して拡大縮小可能）であり、一実施形態では、４００ｍｍ×５００ｍ
ｍ基板と７３０ｍｍ×９２０ｍｍ基板との間で３．３倍拡張可能である。一実施形態では
、４００ｍｍ×５００ｍｍ基板上に窒化ケイ素バリア層を堆積させるために利用されるガ
ス混合物は、以下のように供給された。
　　基板面積１ｍ２当たり約７２～約１０８ｓｃｃｍの流量でケイ素含有ガス（例えば、
ＳｉＨ４）を供給することができ、
　　基板面積１ｍ２当たり約９６～約１４４ｓｃｃｍの流量で第１窒素含有ガス（例えば
、ＮＨ３）を供給することができ、
　　基板面積１ｍ２当たり約２４０～約３６０ｃｃｍの流量で第２ケイ素含有ガス（例え
ば、Ｎ２）を供給することができる。
【００４４】
　別の一例では、窒化ケイ素バリア層は、ケイ素含有ガス（例えば、ＳｉＨ４）、第１窒
素含有ガス（例えば、ＮＨ３）、及び第２窒素含有ガス（例えば、Ｎ２）の混合物から堆
積させることができる。窒化ケイ素バリア層は、約１８００ミル～約１００ミルの間隔を
使用して、約０．５５３ワット／ｃｍ２～約０．９０３ワット／ｃｍ２の間（例えば、約
０．６１５ワット／ｃｍ２～０．８２１ワット／ｃｍ２の間）のプラズマ電力密度のため
に２７００～４４００ワットのプラズマ電力、及び約０．５トール～約３．０トール（例
えば、約１．５トール～約２．８トール）のチャンバ圧力で堆積させることができる。一
実施形態では、６５０ｍｍ×７５０ｍｍ基板上に窒化ケイ素バリア層を堆積させるために
利用されるガス混合物は、以下のように供給された。
　　基板面積１ｍ２当たり約１５５０～約３１１５ｓｃｃｍ（例えば、基板面積１ｍ２当
たり約１７２０～約２８３０ｓｃｃｍの間（例えば、基板面積１ｍ２当たり約１７２０ｓ
ｃｃｍ））の流量でケイ素含有ガス（例えば、ＳｉＨ４）を供給することができ、
　　基板面積１ｍ２当たり約２３６０～約６１４０ｓｃｃｍ（例えば、基板面積１ｍ２当
たり約２６２５～約５５８０ｓｃｃｍの間（例えば、基板面積１ｍ２当たり約２７５０ｓ
ｃｃｍ））の流量で第１窒素含有ガス（例えば、ＮＨ３）を供給することができ、
　　基板面積１ｍ２当たり約９３０５～約１５４５５ｓｃｃｍ（例えば、基板面積１ｍ２

当たり約１０３４０～約１４０５０ｓｃｃｍの間（例えば、基板面積１ｍ２当たり約１０
３４０ｓｃｃｍ））の流量で第２ケイ素含有ガス（例えば、Ｎ２）を供給することができ
る。
【００４５】



(12) JP 6082032 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

　工程６０４では、水素ガスが、工程６０６でのケイ素含有無機バリア層の堆積のために
、基板処理システム内に送出される。ディスプレイデバイス（例えば、ＯＬＥＤデバイス
３００）のための基板処理中の基板温度は、ＯＬＥＤデバイス内の有機層（例えば、多層
の有機材料３０３）の熱的不安定性により低温に保たれる必要がある。一般的に、約１５
０℃以下（例えば、約１００℃以下、約９０℃以下、又は約２０℃～約９０℃の間（例え
ば、８５℃））の温度が望まれる。
【００４６】
　水素ガスの存在が、堆積されたケイ素含有無機バリア層の表面粗さを減少させ、その結
果、表面粗さの測定値（ＲＭＳ）が、約４０Å～約７０Åから約４０Å以下（例えば、約
１５Å以下、好ましくは約１０Å以下）へと低下することが見出されている。我々はまた
、減少した表面粗さ（平滑面）を有するバリア層は、バリア層内への水の侵入を著しく防
止し、下にある任意の材料（例えば、ディスプレイデバイス用に使用される有機及び／又
は高分子材料）に対する良好な封止層にすることを見出した。水素ガスの導入は、１平方
メートル当たり１日当たり約１×１０－２グラム未満（例えば、約３８度、相対湿度９０
％で測定されたとき、１平方メートル当たり１日当たり約１×１０－３グラム～約１×１
０－４グラムの間）の水蒸気透過率で水の侵入を防ぐ。
【００４７】
　窒化ケイ素バリア層の堆積中に水素ガスを提供するために使用される流量は、基板のサ
イズに対してスケーラブルであり、一実施形態では、４００ｍｍ×５００ｍｍ基板と７３
０ｍｍ×９２０ｍｍ基板の間で３．３倍スケーラブルである。一実施形態では、４００ｍ
ｍ×５００ｍｍ基板上に窒化ケイ素バリア層を堆積させる間に使用される水素ガスは、基
板面積の１ｍ２当たり約６４０～約９６０ｓｃｃｍで供給することができる。更に別の一
実施形態では、６５０ｍｍ×７５０ｍｍ基板上に窒化ケイ素バリア層を堆積させる間に使
用される水素ガス（例えば、Ｈ２）は、基板面積１ｍ２当たり約２３２５５～４３３２５
ｓｃｃｍ（例えば、基板面積１ｍ２当たり約２６２５５～３９３８５ｓｃｃｍ（例えば、
基板面積１ｍ２当たり約２７５５０ｓｃｃｍ））の流量で供給することができる。
【００４８】
　窒化ケイ素バリア層は、本明細書に記載されるプロセスを用いて、２２３０から少なく
とも４１００Å／分の速度で堆積させることができる。
【００４９】
　工程６０８では、低誘電率材料層のための前駆体の第２混合物が、同じ又は異なる基板
処理システム内に送出される。好ましくは、低誘電率材料層は、基板処理のスループット
を向上させるために、バリア層堆積システムと同一の基板処理システムで処理される。ま
た、基板は、操作を容易にし、基板を基板処理システム内外へ移動する際に空気及び水分
への曝露の可能性を低減するために、バリア層及び／又は低誘電率材料を堆積させるため
の基板処理システムの同じ又は異なる処理チャンバ内に配置することができる。
【００５０】
　前駆体の第２混合物は、１以上の炭素含有化合物（とりわけ、アセチレン（Ｃ２Ｈ２）
、エタン（Ｃ２Ｈ６）、エテン（Ｃ２Ｈ４）、メタン（ＣＨ４）、プロピレン（Ｃ３Ｈ６

）、プロピン（Ｃ３Ｈ４）、プロパン（Ｃ３Ｈ８）、ブタン（Ｃ４Ｈ１０）、ブチレン（
Ｃ４Ｈ８）、ブタジエン（Ｃ４Ｈ６）、ベンゼン（Ｃ６Ｈ６）、及びトルエン（Ｃ７Ｈ８

）など）を含むことができる。
【００５１】
　低誘電率材料層は、とりわけ、アモルファスカーボン材料、ダイヤモンドライクカーボ
ン材料、及び炭素ドープされたケイ素含有材料であってもよい。例えば、アモルファスカ
ーボン層は、炭素含有化合物（例えば、アセチレン（Ｃ２Ｈ２））の混合物から堆積させ
ることができる。
【００５２】
　工程６１０では、水素ガスが基板処理システムに送出され、一方工程６１２では、約２
００℃以下の基板温度で、基板の表面上に低誘電率材料層が堆積される。好ましくは、約
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１５０℃以下（例えば、約１００℃以下、約８０℃以下、又は約２０℃～約８０℃の間）
の基板温度が使用される。
【００５３】
　水素ガスの存在が、堆積された低誘電率材料層の膜均一性を向上させ、その結果、膜の
均一性の測定値が、約±１５％～約±３５％の間から、約±１０％以下（例えば、約±５
％以下、又は約±３％以下）へと改良されることが見出されている。また、改良された膜
均一性を有する低誘電率材料層は、堆積された低誘電率材料層のステップカバレッジを大
幅に改善し、これによって追加の多層膜を、良好なステップカバレッジで堆積させること
ができることも見出されている。例えば、封止膜の層に対して、約８０％以上（例えば、
約９５％以上）のステップカバレッジが観察される。
【００５４】
　工程６１４では、ケイ素含有無機バリア層と低誘電率材料層を有する封止膜が所定の厚
さに達したならば、堆積プロセスは工程６１６で終了することができる。しかしながら、
封止層が所定の厚さに達していないならば、工程６０２、６０４、６０６、６０８、６１
０、６１２の組み合わせのいずれかを繰り返すことができる。例えば、１以上のケイ素含
有無機バリア層及び１以上の低誘電率材料層が堆積された後で、一旦所望の厚さが得られ
ると、方法６００は、ケイ素含有無機バリア層又は低誘電率材料層を最後に堆積して、終
了することができる。
【００５５】
　封止層の厚さは変えることができる。例えば、約１０００Å以上（例えば、約１０００
０Å以上（例えば、約２００００Å～約６００００Åの間）の厚さが望まれるかもしれな
い。我々は、デバイス５０２用の封止膜の厚さは、その空気及び水分バリア性能と相関し
、したがってデバイス５０２の寿命を延ばすことを見出した。本発明の方法を用いること
によって、デバイス５０２に対して約４０日間以上（例えば、約４５日以上、又は約６０
日以上）の寿命を得ることができる。
【００５６】
　一態様では、本発明の方法を用いて堆積された単一のバリア層は、本発明のディスプレ
イデバイス用の封止膜として用いることができる。例えば、約１００００Åの厚さを有す
る単一の窒化ケイ素バリア層を封止膜として用いることができる。別の一態様では、本発
明は、少なくとも１つのケイ素含有無機バリア層と少なくとも１つの低誘電率材料層を有
する多層封止膜を提供する。ケイ素含有無機バリア層は、約１０００Å～約１００００Å
の間（例えば、約２０００Å～約８０００Åの間）の厚さを有することができる。低誘電
率材料層は、約１０００Å～約１００００Åの間の厚さを有することができる。低誘電率
材料の存在は、改良された熱安定性と共に、隣接するバリア層間の密着性を増大させ、多
層のケイ素含有無機バリア層を十分な厚さにできることが見出されている。
【００５７】
　本発明の１つの例示的な封止膜は、２つの窒化ケイ素層と、窒化ケイ素層間にアモルフ
ァスカーボン材料層を含み、全体の厚さが約３０００Å～約３００００Åの間であること
ができる。本発明の別の１つの例示的な封止膜は、５つの窒化ケイ素層と、５つの窒化ケ
イ素層間に４つのアモルファスカーボン材料層を含み、全体の厚さが約９０００Å～約９
００００Åであることができる。
【００５８】
　基板の表面は、各層を堆積する前又は後に、プラズマで洗浄することができる。例えば
、１以上の洗浄ガスを処理チャンバに供給することができ、洗浄プラズマを生成するため
にＲＦ電源又はマイクロ波電源からの電界を印加することができる。洗浄ガスは、とりわ
け、酸素含有ガス（例えば、酸素、二酸化炭素）、水素含有ガス（例えば、水素ガス）、
窒素含有ガス（例えば、アンモニア、亜酸化窒素）、不活性ガス（例えば、ヘリウム、ア
ルゴン）を含むことができるが、これらに限定されない。水素含有ガスの例としては、と
りわけ、水素ガス（Ｈ２）とアンモニア（ＮＨ３）を含むが、これらに限定されない。ま
た、チャンバが、洗浄ガスから生成されたプラズマによって洗浄されるとき、洗浄ガスは
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、オプションでキャリアガスと共に送出され、チャンバ内に供給される。例示的なキャリ
アガスは、とりわけ、不活性ガス（例えば、ヘリウム、アルゴン）を含む。例えば、前の
基板処理及び基板除去後に、処理チャンバ内部の任意の材料（例えば、チャンバ壁、ガス
分配プレート、いたるところの表面上にある材料）をきれいに洗浄するために、インサイ
チューの酸素プラズマを生成することができる。
【００５９】
　本発明の実施形態は、本明細書に記載されるような順序で実行される工程を必要としな
いことが理解される。例えば、水素ガスは、前駆体の混合物がチャンバ内に送出される前
に、処理チャンバ内に送出されることができ、場合によっては、工程６０２及び６０４を
同時に実行することができる。同様に、工程６０８及び６１０を同時に実行することがで
きる。
【００６０】
（少なくとも１つのケイ素含有バリア層の堆積）
　１以上のケイ素含有無機バリア層が、処理チャンバ内に送出された前駆体の混合物から
堆積される。前駆体は、ケイ素含有前駆体（例えば、とりわけ、基板上に封止層として窒
化ケイ素（ＳｉＮ）、窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）、又は酸化ケイ素（ＳｉＯ）、炭化ケイ素
（ＳｉＣ）の層を堆積させるために、シラン（ＳｉＨ４）、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＦ４）を含
むことができる。ケイ素含有前駆体は、例えば、約４００ｍｍ×約５００ｍｍの基板サイ
ズに対して、１０ｓｃｃｍ以上（例えば、約１００ｓｃｃｍ～約５００ｓｃｃｍ）の流量
で送出させることができる。窒素含有前駆体は、様々な窒素含有前駆体に対して、約５ｓ
ｃｃｍ以上（例えば、約１００ｓｃｃｍ～約６０００ｓｃｃｍ）の流量で送出させること
ができる。
【００６１】
　別の一例では、例えば、約６５０ｍｍ×約７５０ｍｍの基板サイズに対して、７５０ｓ
ｃｃｍ以上（例えば、約８００ｓｃｃｍ～約１５２０ｓｃｃｍ）の流量で送出されたケイ
素含有前駆体を用いて、ケイ素含有無機バリア層（例えば、ＳｉＮｘ、但し、Ｘは正数）
を堆積させることができる。第１窒素含有前駆体（例えば、ＮＨ３）は、約１０００ｓｃ
ｃｍ以上（例えば、約１１５０ｓｃｃｍ～約２９９５ｓｃｃｍ）の流量で送出させること
ができる。第２窒素含有前駆体（例えば、Ｎ２）は、約４５００ｓｃｃｍ以上（例えば、
約４５３５ｓｃｃｍ～約７５３５ｓｃｃｍ）の流量で送出させることができる。水素含有
前駆体（例えば、Ｈ２）もまた、約１２０００ｓｃｃｍ以上（例えば、約１１５２０ｓｃ
ｃｍ～約２１１２０ｓｃｃｍ）の流量で送出させることができる。
【００６２】
　例えば、前駆体の混合物は、ケイ素酸窒化膜を堆積させるために、とりわけ、シラン、
亜酸化窒素、及び窒素を含むことができる。あるいはまた、窒化ケイ素膜を堆積させるた
めに、とりわけ、シラン、アンモニア、及び窒素が使用される。また、前駆体は、酸化ケ
イ素膜を堆積させるために、シラン及び亜酸化窒素を含むことができる。また、各前駆体
は、必要な様々な堆積パラメータに応じて、異なる又は同じ流量で送出することができる
。本発明の実施形態は、とりわけ基板サイズ、チャンバ条件等に応じて本明細書で説明し
たようなプロセスパラメータ／変数のいずれかをスケールアップ又はスケールダウンする
ことを含むことが理解される。
【００６３】
　１以上のケイ素含有無機バリア層の堆積中に、水素ガスが、本発明の封止層の遮水性能
を改善するために、処理チャンバに送出される。また、水素ガスの導入は、１以上のケイ
素含有無機バリア層の表面粗さを小さくして、良好な封止層にすることが見出されている
。
【００６４】
　電界を印加して、処理チャンバ内にプラズマを発生させることによって、１以上のケイ
素含有無機バリア層が、基板上に堆積される。電界は、処理チャンバに電源（例えば、高
周波電力、マイクロ波電力）を印加することによって生成することができる。電源は、誘
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導的又は容量的に処理チャンバに結合することができる。更に、処理チャンバの圧力は、
約０．５トール～約１０トールに維持される。
【００６５】
　その結果、１以上のケイ素含有無機バリア層は、約５００Å／分以上（例えば、約２０
００Å／分～少なくとも約４１１０Å／分の間）の堆積速度で堆積される。１以上のケイ
素含有無機バリア層の厚さは、約１０００Å～約３００００Åの範囲に変化させることが
できる。通常、より厚いバリア層は、水の侵入を防止するために薄いバリア層よりも良好
である。これらの高い堆積速度では、厚さの均一性は、基板全体に亘って９６．２～９８
．７％と高いことが示されている。
【００６６】
　工程６０２～６０６を参照して上述したように、１以上のケイ素含有無機バリア層を堆
積させることができる。このようにして堆積されたケイ素含有無機バリア層は、従来の堆
積技術に比べて光透過率の改善を示す。例えば、図１１に示されるように、工程６０２～
６０６を参照して上述したように堆積されたケイ素含有無機バリア層として構成された封
止膜を表すトレース１１０２は、封止膜を表すトレース１１０４と比較して、より低い波
長で大幅に改善された光透過率を示す。更に、このようにして堆積されたケイ素含有無機
バリア層は、従来技術の堆積技術と比較して減少した応力も示す。例えば、最も一般的な
膜は、約－２．１０×１０９ダイン／ｃｍ２の圧縮応力を有し、一方、ケイ素含有無機バ
リア層の封止膜は、約－０．８０×１０９ダイン／ｃｍ２の圧縮応力を有する。この大幅
な応力の減少は、次世代のフレキシブルディスプレイに対して最も重要である膜の柔軟性
の向上及びクラッキングの減少傾向を可能にする。
【００６７】
　これに対して、従来の低温無機膜堆積プロセスは、封止層に望ましくない性質を生み出
している。例えば、膜は低密度であり、膜の表面は、欠陥構造により粗く、膜特性が悪い
（例えば、水試験後の高い屈折率変化、透過型フーリエ変換赤外分光（ＦＴＩＲ）の大き
な変化、水試験後の高い水蒸気透過率（ＷＶＴＲ））。例として、良好な水分バリア／膜
として使用されるような良好な遮水性能を有する窒化ケイ素薄膜の堆積が、本明細書にお
いて更に以下に説明されるが、本発明は、本明細書に記載される詳細に限定されるもので
はない。
【００６８】
　基板（サイズは４００ｍｍ×５００ｍｍ）が、カリフォルニア州サンタクララのアプラ
イドマテリアル社から入手可能な従来の平行平板型高周波（ＲＦ）プラズマ化学蒸着（Ｐ
ＥＣＶＤ）システムであるＡＫＴ１６００ＰＥＣＶＤのチャンバ内部に、真空下で約８０
０ミル～約１８００ミル（例えば、約９００ミル）の間隔と共にもたらされた。基板支持
体（サセプタ）の温度は、低温堆積プロセスのために約６０℃に設定された。水素ガス（
Ｈ２）の存在下でシラン（ＳｉＨ４）、アンモニア（ＮＨ３）、窒素（Ｎ２）の混合物が
、光透過率が改善され応力の低い水分及び酸素バリアとしての窒化ケイ素膜を堆積させる
ためのソース前駆体ガスとしてチャンバ内に送出された。更に堆積速度の増加が実現され
た。比較として、窒化ケイ素を堆積するためにシラン（ＳｉＨ４）、アンモニア（ＮＨ３

）、及び窒素（Ｎ２）を使用する従来技術の方法が、同一の処理条件下で並行して準備さ
れた。チャンバ内部の圧力は約２．１トールである。プラズマは、ＲＦ電力発生器を約１
３．５６ＭＨｚ及び約９００Ｗに設定して維持された。
【００６９】
　水素ガスの存在下で堆積された窒化ケイ素膜は、当初は、約１．７０～約１．９６の屈
折率（ＲＩ）と０～約２×１０９ダイン／ｃｍ２の膜応力をもつ膜特性を呈する。水素ソ
ースガスの存在下で堆積した窒化ケイ素膜の平均表面粗さは、平滑な表面を示す約９Å～
約１２Åであった。Ｈ２ガスの存在は、膜の表面粗さを低下させるのに重要な役割を果た
しており、滑らかな表面は、大気から膜内部への水／酸素の侵入を防止し、これははるか
に低いＷＶＴＲ（水蒸気透過率）値をもたらし、これは湿気／水に対する耐性を示すフラ
ットパネルディスプレイ産業における重要なパラメータである。本明細書に記載されるよ
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うな水素ソースガスの存在下で堆積した窒化ケイ素膜は、９５ｇ／ｍ２・日と低いＷＶＴ
Ｒを示した。ＷＶＴＲを測定するための水試験は、通常は約２５℃～約１００℃の温度範
囲及び約４０％～約１００％の相対湿度（ＲＨ）で動作する湿度チャンバ内に試験構造体
を指定した時間（数時間又は数日など）配置することによって行われる高湿試験である。
試験時間当たりの試験された構造体の特定の大きさに保持される水の量は、試験された温
度及び試験された相対湿度での水蒸気透過度（ＷＶＴＲ）を与えるように計算された。
【表１】

【００７０】
　また、ウェットエッチング速度（ＷＥＲ）は、約２１０Å／分以下に改善し、これは従
来の方法で堆積された膜よりも優れている。いくつかの例では、ウェットエッチング速度
（ＷＥＲ）は、約９５Å／分と低いことが示された。
【００７１】
　水素ソースガスで堆積されたＳｉＮ膜の水処理前後に、透過型フーリエ変換赤外分光（
ＦＴＩＲ）がまた実施され比較された。特定の時間（例えば、約１００時間）、温水（例
えば、約１００℃）に異なる堆積膜を浸漬することによって、ＦＴＩＲ及び屈折率（ＲＩ
）の変化を比較するための水処理がまた実施された。ＦＴＩＲスペクトルは、１５００cm
－１～４０００cm－１の範囲内で記録された。Ｓｉ－Ｈ、Ｎ－Ｈ、及びＯ－Ｈ結合が、ス
ペクトルに示された。水処理前後に大きな違いはなく、これは水素ソースガスで堆積され
たＳｉＮ膜から水処理後にどの結合にも変化がないことを示している。表１に示されるよ
うに、約１００℃で約１００時間（高温多湿）、水中でＳｉＮ膜を処理した後、前駆体ソ
ースガスの１つとして水素ガスの存在する成膜条件下で堆積されたＳｉＮ膜の屈折率の変
化はないことを結果はまた示した。水試験後に測定された低い水蒸気透過率の結果（ＷＶ
ＴＲ）と共に、これらの全ては、ソースガス混合物の一部として水素ガスを用いることに
よって、良好な遮水性能をもつ高品質の窒化ケイ素が堆積されたことを示す。
【００７２】
　比較として、水素ソースガス無しの従来技術の方法を使用して堆積されたＳｉＮ膜に対
する水処理前後の透過型フーリエ変換赤外分光（ＦＴＩＲ）の変化がまた実施され比較さ
れた。結果は、Ｓｉ－Ｈ結合の大きな減少、Ｎ－Ｈ結合のわずかな減少、及びＯ－Ｈ結合
の小さなピーク増加を示した。また、表１に示される結果は、水素ソースガス無しで堆積
されたＳｉＮ膜の屈折率の変化が約１５％であることを示した。また、より高い水蒸気透
過率（ＷＶＴＲ）が、水試験後に測定された。これらの全ては、水素ソースガスが存在し
ないで堆積された窒化ケイ素膜は、悪い遮水性能を呈することを示している。
【００７３】
（少なくとも１つの低誘電率材料層の堆積）
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　本発明の態様は、低誘電率材料層とケイ素含有無機バリア層を交互に堆積する工程を提
供する。約４未満の誘電率（κ）を有する１つの例示的な低誘電率材料層は、アモルファ
スカーボン材料である。低誘電率材料の他の例は、とりわけ、炭素含有低誘電率材料、炭
素ドープされたシリコン材料、ダイヤモンドライクカーボン材料が挙げられる。
【００７４】
　図７は、本発明の一実施形態に係る堆積方法７００のフローチャートを示す。工程７０
２において、基板上に低誘電率材料（例えば、アモルファスカーボン材料層）を堆積させ
るための堆積処理チャンバ内に基板が配置される。
【００７５】
　工程７０４において、アモルファスカーボン材料用の前駆体の混合物が処理チャンバ内
に送出される。低誘電率材料を堆積させるために多種多様なガス混合物を用いることがで
き、そのようなガス混合物の非限定的な例が以下に提供される。一般に、ガス混合物は、
１以上の炭素含有化合物及び／又は炭化水素化合物を含むことができる。適切な有機炭素
含有化合物は、脂肪族有機化合物、環状有機化合物、又はそれらの組み合わせが挙げられ
る。脂肪族有機化合物は、１以上の炭素原子を含む直鎖状又は分枝状構造を有する。有機
炭素含有化合物は、有機基中に炭素原子を含有する。有機基は、アルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、シクロヘキセニル基、及びアリール基、更にこれらの官能性誘導体を
含むことができる。炭素含有前駆体／化合物は、例えば、約４００ｍｍ×約５００ｍｍの
基板サイズに対して１０ｓｃｃｍ以上（例えば、約１００ｓｃｃｍ～約５００ｓｃｃｍ）
の流量で送出することができる。
【００７６】
　例えば、炭素含有化合物は、式ＣｘＨｙを有することができ、ｘは１～８の範囲を有し
、ｙは２～１８の範囲を有し、アセチレン（Ｃ２Ｈ２）、エタン（Ｃ２Ｈ６）、エテン（
Ｃ２Ｈ４）、プロピレン（Ｃ３Ｈ６）、プロピン（Ｃ３Ｈ４）、プロパン（Ｃ３Ｈ８）、
メタン（ＣＨ４）、ブタン（Ｃ４Ｈ１０）、ブチレン（Ｃ４Ｈ８）、ブタジエン（Ｃ４Ｈ

６）、ベンゼン（Ｃ６Ｈ６）、トルエン（Ｃ７Ｈ８）、及びこれらの組み合わせを含むが
、これらに限定されない。あるいはまた、アモルファスフルオロカーボン層として記述す
ることができるフッ素化アモルファスカーボン層を堆積させるために、部分的に又は完全
にフッ素化された炭素含有化合物の誘導体（例えば、Ｃ３Ｆ８又はＣ４Ｆ８）を使用する
ことができる。炭化水素化合物と炭化水素化合物のフッ素化誘導体の組み合わせは、アモ
ルファスカーボン層又はアモルファスフルオロカーボン層を堆積させるために使用するこ
とができる。
【００７７】
　アモルファスカーボン材料の特性を変更するために多様なガスをガス混合物に添加して
もよい。とりわけ、約５ｓｃｃｍ以上（例えば、約１００ｓｃｃｍ～約６０００ｓｃｃｍ
）の流量で送出される不活性ガス（例えば、ヘリウム、アルゴン、ネオン、キセノン、ク
リプトン等）、窒素（Ｎ２）、アンモニア（ＮＨ３）、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）、一酸化窒
素（ＮＯ）、又はそれらの組み合わせが、低誘電率アモルファスカーボン層の密度及び堆
積速度を制御するために使用される。更に、Ｈ２及び／又はＮＨ３の添加は、反射率など
の層特性を制御するためのアモルファスカーボン層の水素比を制御するために使用するこ
とができる。
【００７８】
　工程７０６では、水素ガスが、膜の均一性を向上（％均一性測定値を減少）させるため
に処理チャンバに送出される。水素ガスがソースガスとして追加された場合、約±１０％
以下（例えば、約±５％以下又は約±３％以下）の膜均一性が得られる。対照的に、水素
ガスを添加することなく、堆積された低誘電率アモルファスカーボン材料は、約±１５％
～約±３５％の膜均一性の測定値を有し非常に粗く、不均一である。複数の層が堆積され
る場合、膜の均一性を改善するための水素ガスがなければ、ステップカバレッジにはるか
に劇的な影響がある。強化された膜均一性（滑らかで均一な膜表面）を有する低誘電率ア
モルファスカーボン材料層は、ステップカバレッジを約８０％以上又は更には約９５％以
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上にかなり改善し、多層膜スタック内のケイ素含有無機バリア層間の付着も良好である。
【００７９】
　工程７０８では、電界が印加され、プラズマが処理チャンバの内部で生成される。電界
は、処理チャンバに電源（例えば、高周波電力、マイクロ波周波電力）を印加することに
よって生成することができる。電源は、誘導的又は容量的に処理チャンバに結合すること
ができる。単一の１３．５６ＭＨｚのＲＦ電源からの電力が処理チャンバに供給され、こ
れによって約０．１４ワット／ｃｍ２～約８．６ワット／ｃｍ２の電力密度で、又は約１
００ワット～約６０００ワットの電力レベルでプラズマを形成することができる。プラズ
マを生成するために、好ましくは、約０．２５ワット／ｃｍ２～約０．６ワット／ｃｍ２

の間の電力密度が処理チャンバに供給される。ＲＦ電力は、約０．０１ＭＨｚ～３００Ｍ
Ｈｚの間の周波数で供給することができる。ＲＦ電力は、連続的に又は短い持続時間のサ
イクルで供給することができる。ＲＦ電力が処理チャンバに結合され、これによって化合
物の解離を増加させる。化合物はまた、堆積チャンバに入る前にマイクロ波チャンバで解
離されてもよい。ただし、各パラメータは、様々なチャンバ内でプラズマ処理を実行する
ために、そして異なる基板サイズに対して修正されてもよいことに留意すべきである。
【００８０】
　炭素含有化合物及び水素ガスが、炭素含有化合物供給源及び水素ガス供給源からガス分
配システムを通って処理チャンバ内へと処理チャンバに導入される。ガス分配システムは
、一般に、低誘電率アモルファスカーボン層が上に堆積される基板から約１８０ミル～約
２０００ミルの間（例えば、約９００ミル）離間している。更に、処理チャンバの圧力は
、約１００ミリトール～約２０トールに維持される。
【００８１】
　工程７１０では、約１００℃以下の基板温度で（例えば、基板温度を約－２０℃～約１
００℃の間に維持して（好ましくは、約２０℃～約８０℃の間に維持して））アモルファ
スカーボン層を塗布することによって、アモルファスカーボン材料が基板上に堆積される
。一実施形態では、毎分約１００標準立方センチメートル（ｓｃｃｍ）～約５０００ｓｃ
ｃｍの間（例えば、約２００ｓｃｃｍ）の流量でプラズマ処理チャンバにアセチレンを供
給することによって、好ましいアモルファスカーボン層が堆積される。水素ガスもまた、
約１００ｓｃｃｍ～約２５００ｓｃｃｍの間（例えば、約２００ｓｃｃｍ～約６００ｓｃ
ｃｍの間）の流量で処理チャンバに添加される。
【００８２】
　上記のプロセスパラメータは、約５００Å／分以上の範囲（例えば、約１５００Å／分
～約２５００Å／分の間）で低誘電率アモルファスカーボン層の典型的な堆積速度を提供
し、カリフォルニア州サンタクララにあるアプライドマテリアルズ社から入手可能な従来
の平行平板型高周波（ＲＦ）プラズマ化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）システム内で、便宜上ケイ
素含有無機バリア層を堆積させるためのシステムと同一又は異なる化学蒸着チャンバで実
施することができる。本明細書で提供されるアモルファスカーボン堆積の値は例示であり
、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
【００８３】
　堆積した低誘電率アモルファスカーボン材料は、炭素原子及び水素原子を含み、これは
約１０％水素から約６０％水素の範囲に及ぶ調整可能な炭素：水素比であることができる
。アモルファスカーボン層の水素比を制御することは、そのそれぞれの光学特性、エッチ
ング選択性、及び耐化学機械研磨特性を調整するのに望ましい。具体的には、水素含有量
が低下すると、堆積したままの層の光学特性（例えば、屈折率（ｎ）及び吸収係数（ｋ）
）は、増加する。同様に、水素含有量が低下すると、アモルファスカーボン層の耐エッチ
ング性が増加する。本発明の実施形態は、とりわけ基板サイズ、チャンバ条件等に応じて
本明細書内で説明したようなプロセスパラメータ／変数のいずれかをスケールアップ又は
スケールダウンすることを含むことが理解される。また、本発明の実施形態は、本明細書
に記載されるような順序で実行される工程を必要としないことに留意されたい。例えば、
水素ガスは、前駆体の混合物がチャンバ内に送出される前に、処理チャンバ内に送出され
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ることができ、場合によっては、工程７０４及び７０６は、同時に実行することができる
。オプションで、窒素含有ガス（例えば、窒素ガス）は、約２００ｓｃｃｍ～約５０００
ｓｃｃｍの間（例えば、約１０００ｓｃｃｍ～約２０００ｓｃｃｍの間）の流量でガス混
合物内に供給される。
【実施例】
【００８４】
　図８は、本発明の一実施形態に係る１つの例示的な堆積方法８００のフローチャートを
示す。工程８０２では、１以上のケイ素含有無機バリア層が、ケイ素含有化合物及び水素
ガスを用いて、基板処理システム内の基板の表面上に堆積される。工程８０４では、１以
上のアモルファスカーボン層が、炭素含有化合物及び水素ガスを用いて、同じ又は異なる
基板処理システム内の１以上のケイ素含有無機バリア層間に堆積される。好ましくは、ケ
イ素含有無機バリア材料の初期層（例えば、窒化ケイ素層）が、窒化ケイ素層の下及び基
板の上の任意の層のための良好な水及び酸素バリアとして提供するために最初に堆積され
る。
【００８５】
　図９は、１つの例示的なバリア層と例示的な低誘電率材料層の光透過率を示している。
例示的なバリア層は、ＰＥＣＶＤ処理チャンバ内に、シラン、アンモニア、窒素ガス、及
び水素ガスをそれぞれ約１５０ｓｃｃｍ、約４００ｓｃｃｍ、約１５００ｓｃｃｍ、及び
約４０００ｓｃｃｍで送出された混合物によって堆積された窒化ケイ素層である。基板は
、約９００ミルの間隔で、ＰＥＣＶＤ処理チャンバ内に配置され、約２．１トールの圧力
が維持された。プラズマは、基板バイアスの存在下で約３９０秒の堆積時間の間、約０．
４５ワット／ｃｍ２のＲＦ電力密度が印加された。約７０℃の基板温度が、堆積中に維持
され、その結果、堆積速度は約１７００Å／分となる。
【００８６】
　例示的な低誘電率材料層は、同一のＰＥＣＶＤ処理チャンバ内に、アセチレン、窒素ガ
ス、及び水素ガスをそれぞれ約２００ｓｃｃｍ、約１０００ｓｃｃｍ、及び約５００ｓｃ
ｃｍで送出した混合物によって堆積されたアモルファスカーボン層である。基板は、約９
００ミルの間隔でＰＥＣＶＤ処理チャンバ内に配置され、圧力は約１．５トールに維持さ
れた。プラズマは、基板バイアスの存在下で約５００秒の堆積時間の間、約０．２５ワッ
ト／ｃｍ２のＲＦ電力密度が印加された。約７０℃の基板温度が、堆積中に維持され、そ
の結果、堆積速度は約１２００オングストローム／分となる。
【００８７】
　堆積された窒化ケイ素膜（９１０）及び堆積されたアモルファスカーボン膜（９２０）
の光透過率の測定が、図９に示される。異なる波長での両方の膜の透過率は非常に高く、
平均が約６５％～約１００％の間である。約５００ｎｍ以上の高波長では、透過率は更に
良好であり、約９０％～約１００％の間の光透過率を有する。結果は、本発明の窒化ケイ
素及びアモルファスカーボン膜が、上面又は底面発光ディスプレイデバイスを含む多様な
用途に使用することもできることを示唆している。
【００８８】
　図８を再び参照すると、工程８０６では、ケイ素含有無機バリア層が、オプションで最
終層として堆積される。工程６０２～６０６に対して記載したように工程８０６を実行し
て、これによって類似の特性を有する封止層を生成することができる。こうして、１以上
のケイ素含有無機バリア層及び１以上のアモルファスカーボン層を有する封止層が、工程
８０８において、基板の表面上に堆積される。したがって、バリア材料を１層、２層、３
層、４層、又は５層有する様々な封止膜を堆積可能である。同様に、低誘電率材料を１層
、２層、３層、４層、又は５層有する様々な封止膜を堆積可能である。
【００８９】
　例えば、窒化ケイ素材料の２層、３層、４層、５層、又は６層間に、アモルファスカー
ボン材料をそれぞれ１層、２層、３層、４層、又は５層有する様々な封止膜が堆積され、
比較／試験された。また、様々な厚さで、又は水素ソースガスの存在下及び非存在下で堆
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【００９０】
　ケイ素含有無機バリア層及びアモルファスカーボン層を有する本発明の封止膜は、セロ
ハンテープ剥離試験及びカルシウム試験を用いて試験された。結果は非常に良好であり、
基板からの様々な多層封止膜の剥離を示すことはなく、水及び酸素による腐食は無いか、
又は低レベルであった（カルシウム試験では、透明なカルシウム塩の形成は無いか、又は
低レベルであった）。本発明の封止膜はまた、デバイスの表面を剥離することなく所望の
厚さに堆積させ、且つ水及び酸素がデバイス内に侵入するのを防止し、デバイスの寿命を
長くすることができるかについて、デバイス（例えば、ＯＬＥＤデバイス）上で試験され
た。約６０℃及び約８５％の高湿度で試験すると、本発明の封止膜は、約１４４０時間を
上回るまでにデバイスの寿命を長くすることができる。
【００９１】
　本発明の方法を用いて堆積された１つの例示的な多層封止膜が図１０に示され、上部に
多層封止膜１０２０を堆積された基板１０１０の断面走査電子顕微鏡の顕微鏡写真が示さ
れている。本発明の多層封止膜１０２０は、窒化ケイ素バリア材料の４層１０１１、１０
１２、１０１３、１０１４と、窒化ケイ素材料の間にアモルファスカーボン材料の３層１
０２１、１０２２、１０２３を含み、これによって窒化ケイ素材料の接着を促進させ、多
層封止膜１０２０の最終的な厚さを約３５０００オングストロームにしている。全部で９
つの堆積された材料層を有する多層封止膜１０２０の全体のステップカバレッジは非常に
良好であり、約９５％のステップカバレッジが得られている。
【００９２】
　上記は本発明の実施形態を対象としているが、本発明の他の及び更なる実施形態は本発
明の基本的範囲を逸脱することなく創作することができ、その範囲は以下の特許請求の範
囲に基づいて定められる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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